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１ 計画の趣旨 

１-１ 背景と目的 

近年、地域における人口減少や高齢化の進展、既存の住宅や建築物の老朽化、社会的

ニーズの変化等により、全国的に空き家が年々増加しています。 

空き家の中には、適切な管理が行われないことにより、防災、安全、環境、景観等の

面で地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実現が求め

られています。今後、空き家の数が増加すれば、問題は一層深刻化することが懸念され

ます。 

国は、この問題に対して、平成 27年 5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」

（平成 26 年法律第 127 号。以下「空家法」という。）を全面施行し、国・県・市町村、

所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）それぞれの責務を定め、空家等対策を

総合的かつ計画的に推進することとしました。さらに、令和 5 年 12 月には空家法が改

正され、空家の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却等について対策が強化されま

した。 

これらの背景を踏まえて、本町では、誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進

するために、空き家に関する施策を体系的にまとめ、空き家の発生予防・適切な管理・

利活用の促進を図ることを目的に平成 31 年 3 月に「階上町空き家等対策計画」を策定

しました。 

 

１-２ 計画の位置付け 

本計画は、空家法第 7条第 1項に規定する「空家等対策計画」であり、国が定めた基

本指針に即し、かつ、本町の実情に合わせ、空き家対策を総合的かつ計画的に実施する

ために策定する計画です。 

なお、本計画の推進に当たっては、「階上町総合振興計画」を上位計画とし、「階上町

まち・ひと・しごと創生総合戦略」等の関連計画との連携・整合を図るものとします（図

1-2-1参照）。 

  



 

 

 

図 1-2-1 本計画の位置付け 

 

１-３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和 10 年度に実施される住宅・土地統計調査の結果を反映し

て策定するため、令和 6年度（2024年度）から令和 11年度（2029年度）までの 6年間

とします。なお、社会情勢の変化や本町における空き家の状況等を踏まえ、必要に応じ

て計画内容の見直しを適宜行います。 

 

１-４ 対象地区 

本計画の対象地区は、階上町内全域とします。 
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１-５ 対象とする空き家の種類 

本計画において対象とする空き家は、空家法第 2 条第 1 項に規定された「空家等」、

空家法第 13条第 1 項に規定された「管理不全空家等」及び同条第 2項に規定された「特

定空家等」とします（図 1- 5-1参照）。 

 

１-５-１ 空家等（空家法第 2条第 1項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこと

が常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。た

だし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

１-５-２ 管理不全空家等（空家法第 13条第 1項） 

 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当する

こととなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。 

 

１-５-３ 特定空家等（空家法第 2条第 2項） 

上記「空家等」のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 図 1-5-1 対象とする空き家の種類  

「空家等」＝空家法第 2条第 1項の定義による空家等 
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１-５-４ 本計画における「空き家」「空家等」「空き家等」の呼称に

ついて 

使用されていない住宅について一般論を述べる場合は「空き家」、空家法の内容や空

家法に基づく運用・措置を説明する場合には「空家等」、階上町空き家等の対策の推進

に関する条例に基づく運用・措置を説明する場合には「空き家等」の呼称を用います。 

 

１-６ 本町の空き家対策の取組 

本町では、人口減少対策と地域活性化のために、空き家対策について、これまでに次

のような取組を行ってきました。 

 

１-６-１ 階上町空き家等対策検討委員会 

人口減少と少子高齢化の進展が原因となり、管理不全な状態である空き家等が顕在化

してきていることに対してその対策を検討することを目的として、平成 28年（2016年）

に階上町空き家等対策検討委員会（庁内会議）を設置しました。 

 

１-６-２ 階上町空き家等の対策の推進に関する条例 

空き家等が周辺の生活環境を害し、町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすこと

を未然に防止し、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的として、平成 28

年（2016年）に「階上町空き家等の対策の推進に関する条例」（以下「条例」という。）

を制定しました。 

条例では、空き家等の管理について町や所有者等の責務、町民等の役割を定めるとと

もに、特定空き家等への措置（立入調査等、助言又は指導、勧告、措置命令、代執行、

緊急措置）、空き家の活用等の促進、関係機関等との連携等、空き家等の適正な管理及

び有効活用に関し必要な事項を定めています。 

 

１-６-３ 階上町空き家バンク制度実施要綱 

条例第 12 条の規定に基づき、空き家の有効活用を通じて、交流人口の拡大及び定住



 

 

 

促進による地域の活性化を図ることを目的として、平成 29年（2017年）に「階上町空

き家バンク制度実施要綱」を制定しました。 

 

１-６-４ 階上町空き家実態調査 

本計画の策定に当たり、空家法に基づき、町内に存在する空き家の実態を把握するた

めの現地調査及び空き家の所有者等に対する意向調査を平成 30年度（2018年度）に実

施しました。実態調査の結果は、今後の空き家対策を推進するための基礎資料として活

用していきます（資料編・資料 5参照）。 

 

１-６-５ 空き家等の対策に関する協定 

 空き家等対策の推進にあたり、行政だけでは専門的なノウハウに乏しく、対応が難し

いことから、令和元年（2019年）に関係 8団体と空き家等対策に関する協定を締結しま

した。各団体と連携を強め、共通理解と協力のもと、それぞれの情報や機能を活用しな

がら、空き家等に関する様々な相談等への対応を行っています。 

団体名 取組事項 

青森県弁護士会 空き家等に関する問題についての法律相談及び紛争の調

整に係る相談体制の構築・相談対応に関することなど。 

青森県司法書士会 空き家等の相続及び成年後見制度に係る相談体制の構

築・相談対応や、空き家等の相続登記及び成年後見制度に

係る周知・利用促進など。 

青森県土地家屋調査士会 空き家等の表示登記及び調査・測量に係る相談体制の構

築・相談対応に関することなど。 

一般社団法人青森県建築

士会 

空き家等の利活用、改修等に関する相談体制の構築・相談

対応に関することなど。 

公益社団法人青森県不動

産鑑定士協会 

空き家等の利活用に関する相談体制の構築・相談対応に

関することなど。 

公益社団法人全日本不動

産協会青森県本部 

空き家等の維持管理及び利活用に関する相談体制の構

築・相談対応に関することなど。 

公益社団法人青森県宅地

建物取引業協会 

空き家等の維持管理及び利活用に関する相談体制の構

築・相談対応に関することなど。 

社会福祉法人階上町社会

福祉協議会 

高齢者等から空き家等の相談を受けた場合、空き家等の

適正管理の助言等を行うなど。 



 

 

 

階上町商工会 空き家等の所有者から管理の相談を受けた場合の業務の

紹介など。 

 

  



 

 

 

 

２ 空き家対策の課題 

これまでに本町が実施した空き家に関する調査・取組等から、対策を進めていく上で

の主な課題を、以下のとおり整理します。 

 

２-１ 空き家の発生予防 

所有者意向調査によると、空き家の所有者等は、60 歳以上の高齢者が回答全体の約

70％を占めています。また、相続や所有者等の施設への入所により空き家となったケー

スが回答の約 34％に及びます。将来、相続等が発生した場合に備え、事前の注意喚起や

啓発等の取組を検討する必要があります。 

また、高齢化の進行に伴い、所有者等が病院や施設に入院・入所するケースや、人口

の減少等に伴う空き家の増加が懸念されます。また、所有者等の高齢化が進むと、空き

家を適切に維持・管理することが難しくなるケースも増えていきます。こうしたことか

ら、所有者等に対し、空き家の発生を未然に防ぐ取組を検討する必要があります。 

 

２-２ 空き家の適切な管理 

現地調査によると、外観不良による不良度ランク判定で、倒壊の可能性はないが現況

のままの利用は困難及び倒壊の可能性がある等現況のままの利用は不可能と判定され

た空き家が約 19％あります。外観不良の内容としては、外壁・樋（とい）が多く、建物

以外でも、雑草・立木が繁茂している状況が約 62％確認されています。空き家の管理不

全化を防ぐとともに、管理不全となってしまった空き家については、空家法に基づく措

置も念頭に入れながら状態の改善に向けた働きかけが必要です。 

また、所有者意向調査によると、ほとんど管理を行っていない所有者等が回答の約

17％、年に数回しか管理していない所有者等が回答の約 48％を占めています。空き家

を適切に管理せずに放置しておくことで起こりうる問題やリスク等、空き家への関心を

高めるための情報提供や啓発を充実させる取組が必要です。 

一方で、所有者意向調査によると、空き家の管理をどのように行ったらよいか分から

ない所有者等が回答の約 27％を占め、町に対して相談窓口の設置や専門家の紹介等を



 

 

 

求める声が寄せられています。所有者等のノウハウ・情報の不足を補う支援が必要です。 

さらには、管理にお金をかけたくない所有者等が回答の約 18％、解体や修繕をした

いが費用を賄えない所有者等が回答の約 31％となっています。空き家の管理、改修、解

体に係る費用について、町に助成を望む声も高まっています。 

 

２-３ 空き家の利活用 

所有者意向調査から、空き家の売却や賃貸に対し、所有者等に一定の意欲があること

がうかがえます。また、現地調査結果では、利活用可能性による市場性ランク判定で売

却・賃貸が容易と判定された空き家が約 12％ありました。その一方で、所有者等に利活

用への意欲があっても、建物等の状態が劣るために活用が進まない空き家も存在します。

このような空き家についても、所有者等による自主的な改修等を促し、積極的な利活用

促進を図る必要があります。 

また、所有者意向調査から、売却・賃貸の点で、町に対する相談窓口の設置や専門家

の紹介の要望が高く、利活用に関する情報の提供も望まれています。民間事業者や専門

団体との連携を図りながら、相談対応を通して所有者等の情報不足を補い、空き家の利

活用を促していく必要があります。 

なお、所有者意向調査から、「階上町空き家バンク制度」への活用意欲が不明な所有

者等、活用意欲がない所有者等がそれぞれ回答の約 28％おり、空き家バンク活用促進

に向けた周知や、制度面での充実が求められています。 

  



 

 

 

３ 空き家に対する施策 

３-１ 空き家の発生予防 

本町では、人口減少や少子高齢化の進展に伴い、今後さらに空き家が増加することが

推測されます。空き家の増加を抑制するためには、現に存在する空き家に対する対策と

同時に、町民に対する情報発信等の意識啓発の取組を図るなど、新たな空き家の発生を

未然に予防することが重要になります。 

 

３-１-１ 空き家の実態把握 

空き家対策の前提条件として、本町における空き家の数や建物の状態、所有者等によ

る管理状況等、個々の空き家の実態を把握することが必要です。 

本町では、平成 30 年度（2018年度）に町内全域を対象とした「階上町空き家実態調

査」を実施しました。調査結果はデータベース化して、個々の空き家の状況及び空き家

の所有者等に対する支援や対策の情報基盤とします。 

今後、町に寄せられた空き家に関する相談・苦情・問い合わせ等の情報は、適宜デー

タベースで管理・更新を行い、必要に応じて庁内関係部署で情報共有する体制を確立し

ます。 

 

３-１-２ 空き家に関する情報提供を受けた場合の対応 

町民や町内会等から、管理不全な空き家に関する相談や苦情が寄せられた場合には、

その空き家の状況を把握するため、現地の外観調査を行うとともに、所有者等による空

き家の適切な管理の促進に努めます。 

なお、所有者等の調査に当たっては、次の図に示した情報の活用により把握すること

とし、所有者等が死亡している場合には、法定相続人について調査し、所有者等の所在

把握に努めます。 

また、登記事項証明書では把握できなかった未登記家屋の所有者・納税管理人・送付

先等については、空家法第 10 条に基づき、固定資産税課税情報を必要な限度において

利用し、権利関係者が不明な場合には、財産管理人制度を活用する等、適切な対応を検

討します（図 3-1-1 参照）。 



 

 

 

図 3-1-1 空き家の情報提供を受けた後の対応の流れ 

 

※１ 財産管理人制度 

不在者財産管理人制度とは、従来の住所等を去り、容易に戻る見込みのない者（不在

者）に財産管理人がいない場合に、裁判所により選任された不在者財産管理人が土地等

の財産の管理や保存を行う制度です。選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を

管理、保存するほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、相

続放棄の申述、不動産の売却等を行うことができます。 

相続財産管理人制度とは、死亡した者に相続人のあることが明らかでない場合に、裁

判所により選任された相続財産管理人が土地等の相続財産の管理や処分を行い、最終的

に残余財産があれば国庫に帰属させる手続を行う制度です。相続財産管理人は、相続財

産の管理、清算等を行うとともに、相続人の捜索も行います。この捜索によって相続人

が現れた場合には、その者に相続財産を引き渡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 登記簿謄本（登記事項証明書）による調査 

  建物（土地）登記簿謄本による所有者情報 

② 固定資産税課税情報の活用 

  空家法第 10 条の規定に基づき税務課へ家屋・土地課税台帳

による所有者情報の照会を行う 

③ 戸籍等の調査 

  住民票、住民票の除票、戸籍謄本、抄本、附票等 

④ 住民等への聞き取り 

  空き家の近隣に居住する住民、空き家が存在する町内会等 



 

 

 

３-１-３ 相続を契機とする空き家の発生予防 

新たな空き家の発生を抑制するためには、現に居住中の段階から、将来の建物の在り

方を考え、相続や適切な維持管理、利活用のための準備が行われるよう、それぞれの所

有者等の意識の醸成が必要となります。 

とりわけ、相続の問題が空き家発生の大きな要因であるとされており、将来の相続へ

の備えを促すための啓発や、地域と連携して発生の兆候をできるだけ早く察知するため

の体制づくりを進めます。 

また、相続発生後の相続登記の必要性をアピールするほか、国による「空き家の発生

を抑制するための特例措置（譲渡所得の 3,000 万円特別控除）」制度について広く周知

を行います。 

 

※２ 空き家の発生を抑制するための特例措置（譲渡所得の 3,000万円特別控除） 

空家等が放置されることによる周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空

家等の最大の要因である「相続」に由来する古い空家等（除却後の敷地を含む。）の有

効活用を促進することにより、空家等の発生を抑制するため相続日から起算して 3年を

経過する日の属する年の 12月 31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相

続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、そ

の敷地を含む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所

得から 3,000万円を特別控除する特例措置です。 

 

３-１-４ 相続登記の促進 

近年、相続登記が行われないことで所有者等の把握が困難となっている所有者不明の

土地問題が顕在化しており、適切な管理がされずに放置される空き家の増加の一因にも

なっています。 

国は、法定相続情報証明制度の創設により、相続の事務手続に関する相続人・手続の

担当部署双方の負担を軽減させることで、相続登記の促進を図っています。 

登記名義人の死亡後に不動産の相続登記を行わず、被相続人の名義のまま放置すると、

売却時の障害のほか、所有者等が不明な空き家の発生を招く場合があります。このよう

な状況は全国的に問題視されており、令和 6年 4月から相続登記が義務化され、対策が

強化されることとなっています。 



 

 

 

 

本町でも、本制度の活用を促すとともに、相続登記の必要性に対する町民の理解を高

めるための啓発を進めます。 

※３ 法定相続情報証明制度 

法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申

し出ることにより、以後 5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し

（法定相続情報証明）の交付を受けることができる制度です。 

これにより、相続による不動産の登記の申請手続のほか、預貯金の相続、保険金の請

求、保険の名義変更等の際に、被相続人（故人）の出生から死亡までの戸籍謄本等の相

続を証明する書類一式を提出する必要がなくなり、手続をスムーズに行うことができる

ようになります。 

 

３-１-５ 建物の長寿命化の促進 

今の住まいに長く安心して住み続けるためには、既存の住宅の耐久性や安全性の向上、

傷んだり壊れたりした箇所の修繕、高齢化やライフサイクルの変化に応じた改修等、長

期的な維持管理やリフォーム等が必要になります。 

本町では、耐震診断や住宅リフォームに対する補助事業を実施し、これらの事業の普

及を通じて、長く安心して住み続けることが可能な住まいづくりを支援します。 

 

（１） 階上町木造住宅耐震診断支援事業 

新耐震基準が適用される前の昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築（着工）された住宅で、

かつ、昭和 56 年 6 月以降に増改築していない町内の木造住宅について、耐震診断を希

望する所有者等（所有者又はその親族であって、当該住宅に居住し、又は居住すること

を予定している者）に対し、町が耐震診断員を派遣して、耐震性の判定を行います。 

（問い合わせ先：建設課都市計画グループ） 

 

（２） 階上町安全安心住宅リフォーム促進支援事業 

町内の戸建住宅の所有者等（所有者又はその親族であって、当該住宅に居住し、又は

居住することを予定している者）が、既存住宅の耐震性能や省エネ性能等の向上を目的

としたリフォーム等を行う場合、工事費用の一部を補助します（表 3-1-2参照）。 

 

 



 

 

 

表 3-1-2 建物の長寿命化促進の補助事業（※千円未満切捨て） 

 補助対象工事 
補助率及び 

補助上限額 

耐震関係 

耐震性能の向上に係る既存

住宅の改修又は建替え工事 

（木造戸建て住宅に限る） 

補助対象経費の 23％ 

（上限 100万 4千円）※ 

その他の 

性能向上 

・省エネルギー性能 

・バリアフリー性能 

・克雪性能 

・防災性能  

のうち 1 つ以上の性能向上

を伴う既存住宅の改修工事 

補助対象経費の 10％ 

（上限 20万円）※ 

にリフォーム瑕疵担保責

任保険料の 2 分の 1 相当

額を加算した額 

（問い合わせ先：建設課都市計画グループ） 

 

３-２ 空き家の適切な管理 

空家法第 5条では、空家等の所有者等に対し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に

関する施策に協力するよう努めるものと規定しており、空家等の管理責任は、根本的に

は所有者等に帰属します。 

管理が行き届いていない空き家を放置すると、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観

の阻害等の様々な問題を引き起こすとともに、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可

能性があります。空き家の管理状況が原因で他人に損害を与えた場合、所有者等は民法

上の損害賠償責任を問われることがあります。 

そこで本町では、所有者等による空き家の適正管理に関する意識を醸成するとともに、

所有者等による自主的な管理を促すための支援策を検討します。 

 

３-２-１ 所有者等の意識の啓発 

空き家の倒壊等により、通行人等の第三者や周辺建物に損害が発生した場合に、所有

者等が管理責任を問われることがあります。そこで、管理不全な空き家による問題発生

を未然に防ぐため、様々な情報媒体を活用し、空家法の認知度を上げるとともに、所有

者等に対し、空き家を放置することによる周囲への影響や問題点、適切な管理を行うこ



 

 

 

との重要性等を分かりやすく伝え、自主的な管理を促します。 

（１） 町ホームページ、広報紙、チラシ、パンフレット等による町民への周知 

空き家に関する問題の発生を防ぐために、空き家を放置することによって生じる問題

や適切な管理のポイント、空き家に関する町の取組等について、町ホームページや広報

はしかみ、チラシ、パンフレット等で分かりやすく解説した情報発信を行います。 

 

（２） 専門家への相談機会の確保 

空き家に関する管理や利活用のノウハウ等の専門的な相談に対応するため、空き家等

の対策に関する協定に基づき、関係機関・団体等と連携して、専門家の派遣や紹介等を

通じて空き家に関する相談の機会を確保します。 

 

（３） 空き家所有者等への助言文書の送付（空家法第 12 条の助言等） 

固定資産税の納税通知書送付の機会等に、空き家を放置することによって生じる問題

や適切な管理のポイント、空き家に関する町の取組等について、チラシ等を同封し、所

有者等に情報提供を行います。 

 

３-２-２ 相談体制の整備 

所有者等は、個別に様々な事情を抱えていながらも、どこに相談したらいいか分から

ずに困っている方も多くいます。町では、「総務課行政防災グループ」が空き家対策の

相談窓口として、空き家に関する様々な問い合わせに対応します。 

また、空き家に関する専門的な内容の相談に対応するため、庁内の関係部署や外部専

門団体、民間事業者等への取り次ぎがスムーズに行えるように町の相談体制を整備しま

す。対応した内容については経過等を記録し、庁内の関係部署、関係団体で情報を共有

します。 

 

３-２-３ 地域との連携による管理促進 

空き家の問題を解決するためには、地域の協力を得ることが重要であり、地域住民に

対して空き家の問題についての意識啓発を行い、地域ぐるみで空き家対策に取り組む機

運を醸成していくことが大切です。 



 

 

 

町民や町内会等から管理不全状態の空き家の苦情や情報提供があった場合は、以下の

手順で、所有者等による空き家の適正管理の促進に努めます（図 3-2-1参照）。 

図 3-2-1 管理不全状態の空き家に対する初期対応 

 

３-２-４ 庁内関係部署、団体等との連携による技術的支援 

（１） 庁内関係部署による連携 

本町では、増加する空き家による問題を未然に防止し、安全で安心なまちづくりに寄

与するため条例を制定し、空き家等の管理不全な状態に対する改善指導を推進していま

す。空き家等の状態に応じ、庁内関係部署が連携し、関係団体の協力も得て管理不全な

状態又は不良な状態からの改善を図ります。 

 

（２） 空き家の維持管理を代行する事業者等との連携 

高齢や遠方に住んでいる等の理由で、空き家を適切に管理することが困難になった場

合等、町が所有者等から空き家の管理について相談を受けた場合には、空き家の維持管

理を代行する事業者等の事業内容を紹介し、空き家の見回り・目視点検、除草・植木の

剪定、清掃、小修繕等、所有者等が空き家の適切な管理がしやすくなるような連携の在

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

り方を検討します。 

 

３-２-５ 所有者等に対する助成制度の検討 

空き家の修繕・解体の意思があっても経済的な事情により実施できない所有者等に向

けて、空き家の修繕・解体等に関する助成制度を検討します。そのほか、空き家に関す

る融資について、金融機関との連携を検討します。 

 

３-２-６ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の実施体制

の構築 

そのまま放置すれば特定空家等に該当すると認められる管理不全空家等や管理不全

等により著しく周辺に悪影響が認められる空き家に対する特定空家等への判定や措置

の実施については、「階上町空き家等対策協議会」において、専門家の意見を求めた上

で方針を決定します。 

また、管理不全空家等及び特定空家等の判定基準や措置の手順については、空家法の

規定や「「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るた

めに必要な指針（ガイドライン）」を参考に、建物の保安、衛生、景観、その他周辺生

活環境の保全の観点から総合的に判断し、実施します。 

  



 

 

 

３-３ 空き家の利活用の促進 

３-３-１ 所有者等に対する啓発、相談体制の整備 

空き家の活用が進まない要因のひとつに、所有者等に活用のノウハウがないことがあ

げられます。この他にも、技術面や経済面のほか、相続や権利関係等の様々な要因によ

り、空き家が利活用されず放置されています。そこで関係団体等と連携・協力しながら、

空き家の利活用が安心して積極的に検討できるよう、情報提供や専門的な相談に応じる

体制の充実に取り組みます。 

 

３-３-２ 空き家の活用機会の増進 

（１） 階上町空き家バンク制度の充実 

空き家の中には、建物の状態や敷地等の条件が良いにも関わらず、所有者等に不動産

活用のノウハウがなく、依頼する事業者の心当たりがないこと等のために、利活用され

ないままとなっている物件も多くあります。 

本町では、町内にある空き家の有効活用を通して、町民と都市住民の交流拡大及び定

住促進による地域の活性化を図るため、町内の空き家の物件情報を登録し、空き家の利

用希望者へ情報提供を行う「階上町空き家バンク制度」を創設しています。 

今後は、町内の空き家の情報を登録・紹介するだけにとどまらず、町への移住・定住

促進に向けた施策へと活用するために、空き家バンク制度の充実を図っていきます。 

（問い合わせ先：総合政策課政策推進グループ） 

 

（２） 相談・情報提供 

「階上町空き家バンク制度」の周知と登録促進に向けて、関係機関・団体等と協力し

て、随時空き家等の所有者や空き家の利用希望者からの相談を受け付けます。また、不

動産活用に関するノウハウ等を具体的に詳しく紹介していきます。 

 

（３） ＵＩＪターン支援制度への空き家の活用 

本町では、「いきいき あったか 階上移住計画支援事業」として、八戸圏域（八戸市、

三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町）内事業所が求める人

材と県外のＵＩＪターン就職希望者とのマッチングを図るため、ＵＩＪターン希望者の

就職活動や住居確保に要する経費、移住のための引越費用、住宅費（家賃）、学用品費



 

 

 

等購入費の一部を助成するほか、ＵＩＪターン希望者を雇用した移住支援企業助成金を

交付する制度を実施しています。 

今後、ＵＩＪターン希望者の住居確保に際して、「階上町空き家バンク制度」登録物

件の利活用を検討していきます。 

 

（４） 円滑な移住定住のための理解の醸成 

町への移住希望者に対しては、移住後の地域コミュニティへ溶け込めるように相談や

助言、情報提供を行い、地域の文化・社会・経済活動への参加に向けた支援を行います。 

また、地域の町内会等に対しては、移住者受け入れの積極的な推進に向けた理解の醸

成を促していきます。 

 

（５） マイホーム借上げ制度の周知・活用の促進 

一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）の「マイホーム借上げ制度」の周知、

活用の促進を図り、所有者等による空き家の有効活用、及び住み替え検討者に対する支

援を行います。 

「マイホーム借上げ制度」とは、老後の生活には広すぎたり、住み替えにより利用さ

れなくなった家を長期間借り上げ、子育て世帯等に転貸するもので、空室発生時も一定

の賃料収入が保証される制度です。ＪＴＩは本制度により、転貸を通じた子育て支援と

良質なストックの循環を推進しています。 

 

３-３-３ 様々な用途への利活用の推進 

（１） 地域の課題解決に向けた空き家の公的利用の検討 

地域活性化や地域の課題に応じた有効活用への支援策として、空き家をグループホー

ム、保育施設、地域住民が集うサロン等として有効活用できないか、所有者等及び庁内

担当部署や関係団体と連携を図り、実施方策を検討します。 

 

（２） 空き家を除却した跡地の利活用 

空き家を除却した後の跡地については、空き家の利活用と同様、民間による利活用を

基本に、有効活用の方策を検討します。 

 

（３） その他、空き家の利活用促進に向けた検討 

国が創設する空き家の利活用に関する支援制度については、情報を早期に把握し、本



 

 

 

町で活用可能か精査を進めていきます。また、他自治体で推進する先進的な対策事例等

の情報収集を行い、新規制度の創設、既存の支援制度等の見直しや助成等の実施を検討

します（表 3-3-1参照）。 

 

表 3-3-1 空き家の利活用促進に向けた検討の方向性 

検討項目 検討内容 

Ａ お試し住宅制度 

 「お試し住宅」とは、利活用可能な町内の空き家を、町

が移住体験住宅として借り上げ、必要な改修等を行い、移

住希望者等へ一定期間賃貸する事業です。 

 移住・定住促進を目的として、町外からの移住希望者を

対象に、町の気候・風土・日常生活を一定期間体験できる

施設として、町内の空き家を活用した「お試し住宅」の実

施を検討します。 

Ｂ リノベーションに 

  よるまちづくり 

 「リノベーションまちづくり」とは、地域再生のため、

民間のまちづくり会社が自らの資金で遊休不動産のリノベ

ーションを主導し、再生することで新しいまちの産業を生

み出し、雇用も創出する取組です。 

 本町においても、この取組により空き家のリノベーショ

ンを促進し、地域の活性化を目指せないか検討します。 

Ｃ 空き家を活用した 

  学生向けシェアハ 

  ウス 

 本町には、八戸市に通学する学生が多く居住しています。

学生の居住生活を支援し、また、学生をさらに町内に呼び

込み、地域と交流していただくためにも、空き家を活用し

たシェアハウスによる共同生活の実施方策について検討し

ます。 

  



 

 

 

３-４ 管理不全空家等及び特定空き家等に対する措置 

管理不全化した空き家については、まず、所有者等による自主的な管理を促します。

特に老朽化し管理者が不在となっている空き家は、早急に管理の必要性について意識付

けを行い、維持管理が困難で解体以外に解決方法がない場合には、所有者等自身による

自主的な解体を促します。 

改正空家法では、新たに管理不全空家等に対する措置が新設され、特定空家化を未然

に防止する対策が強化されました。管理不全化した空き家の中でも、特定空き家等は、

適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に深刻な悪影響を及ぼすことから、所有者

等による自主的な解決が実施されない場合には、地域住民の生命、身体、財産の保護を

図り、また、健康で健全な生活環境の保全を図るため、管理不全空家等、特定空き家等

それぞれに必要な措置を講じます。 

管理不全空家等又は特定空き家等の判断及び措置、その他の対処に際しては、国が定

めた「「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るため

に必要な指針（ガイドライン）」に示す基準を十分に考慮し、空家法や条例に基づいて

慎重に対処し、階上町空き家等対策協議会において十分検討と協議を行い、階上町長が

決定します。 

管理不全空家等又は特定空き家等に該当すると判断した場合には、以下の手順により

空家法に基づく措置を実施します。なお、これらの措置は強い公権力の行使が含まれる

ことから、措置を実施する際には、その都度、階上町空き家等対策協議会で慎重に検討

した上で判断します。 

 

３-４-１ 管理不全空家等に対する指導、勧告 

（１） 指導（空家法第 13条第 1項） 

 階上町長は空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、所有者等に対

し、特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導

することができます。 

 

（２） 勧告（空家法第 13条第 2項） 

 階上町長は法第 13 条第 1 項に基づく指導を行ったにもかかわらず、なお当該管理不

全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるお



 

 

 

それが大きいと認めるときは、当該指導した者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当

該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具

体的な措置について勧告することができます。 

３-４-２ 特定空き家等に対する立入調査等、助言又は指導、勧告 

（１） 立入調査等（条例第 6条） 

特定空き家等に該当するおそれがあると認められる空き家等について、町で発見、又

は町民等からの情報提供があった場合は、当該空き家等の状態、所有者等の所在、その

他必要な事項について調査します。 

階上町長は、条例の施行に必要な限度において、町職員又は委任した者を空き家等に

立ち入らせ、必要な調査をさせることができます。 

立入調査は、外観目視による調査だけでは足りない場合に、空き家等の敷地内に立ち

入って状況を観察、建物に触れる等、詳しい状況を調査します。また、必要に応じて、

建物内部に立ち入って柱や梁等の状況を確認します。なお、立入調査は、必要最小限度

の範囲で行います。 

なお、立入調査を行う場合には、その 5日前までに、当該空き家等の所有者等にその

旨を通知します。ただし、所有者等に対して通知することが困難であるときはこの限り

ではありません。 

 

（２） 助言又は指導（条例第 7条） 

階上町長は、当該空き家等が特定空き家等に該当すると認めたときは、当該所有者等

に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができます。 

 

（３） 勧告（条例第 8条） 

階上町長は、条例第 7条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該特定空

き家等の管理が適正に行われていないと認めたときは、所有者等に対し、相当の期限を

定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。 

また、勧告を行う場合は、固定資産税等の住宅用地の特例が適用されなくなるため、

税務課と十分な調整を行うとともに、所有者等にもその旨を通知します（表 3-4-1 参

照）。 

 

※４ 固定資産税等の住宅用地の特例の除外 

空家法の規定に基づき、市町村長が管理不全空家や特定空家等の所有者等に対して周



 

 

 

辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空

家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。なお、

固定資産税の住宅用地特例の内容は表 3-4-1のとおりです。 

 

表 3-4-1 固定資産税等の住宅用地特例 

  

住宅用地 

の区分 

住宅用地区分 

の範囲 

特例による価格 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 
住宅 1戸につき 

200㎡以下の部分 
1/6の額 1/3の額 

一般住宅用地 
住宅 1戸につき 

200㎡を超える部分 
1/3の額 2/3の額  



 

 

 

３-４-３ 措置命令（条例第 9条） 

階上町長は、所有者等が正当な理由がなく条例第 8条の規定による勧告に応じない場

合において、特に必要があると認めたときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定め

て、必要な措置を講ずることを命ずることができます。 

 

（１） 意見書の提出 

階上町長は、必要な措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えます。 

通知書の交付を受けた者は、交付を受けた日から 5日以内に、階上町長に対し、意見

書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができます。 

 

（２） 公開による意見の聴取 

階上町長は、条例第 9条の意見の聴取の請求があった場合においては、措置を命じよ

うとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行います。意見の

聴取を行う際には、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日

の 3日前までに当該所有者等に通知するとともに、これを告示します。 

当該所有者等は、意見の聴取に際し、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提

出することができます。 

 

（３） 命令 

階上町長は、措置の命令をした場合においては、標識を当該特定空き家等に設置する

とともに、その旨を告示します。措置を命ぜられた所有者等は、標識の設置を拒み、又

は妨げてはなりません。 

 

 

３-４-４ 代執行（条例第 10条） 

階上町長は、条例第 9 条の命令を受けた者が命令に従わないときは、行政代執行法

（昭和 23年法律第 43号）の定めるところにより、自ら当該所有者等のなすべき行為を

し、又は第三者をしてこれをさせることができます。 



 

 

 

必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき

所有者等を確知することができないとき（過失がなくて、助言又は指導、勧告が行われ

るべき所有者等を確知することができないため、命令をすることができないときを含

む。）は、階上町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた

者若しくは委任した者に行わせることができます。 

この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限まで

にその措置を行わないときは、階上町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措

置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければなりません。 

 

３-４-５ 緊急措置（条例第 11条） 

階上町長は、特定空き家等に起因する人の生命、身体又は財産に対する著しい危険が

現に切迫していると認められるときは、その危険な状態を回避するために必要な最小限

度の緊急措置を講ずることができます。 

なお、緊急措置を講じたときは、特定空き家等の所有者等から措置に要した費用を徴

収するものとします。 

 

３-５ 所有者不明土地等対策との一体的・総合的推進 

低未利用地や所有者不明土地（不動産登記簿だけでは所有者が分からない土地をい

う。）は、空き家と同様に全国的に増加しており、それらの対策を一体的・総合的に進

めることは適切な管理や活用を図る上で効果的です。双方が適切に管理・活用されるた

めに、所有者不明土地等についても空き家対策と同様に所有者への意識啓発を行い、土

地の活用を促進していきます。 

  



 

 

 

 

４ 検討・推進体制 

４-１ 推進体制の整備 

４-１-１ 空き家に関する町の相談窓口 

空き家の維持管理や利活用、周辺環境に影響を及ぼしている空き家への対応等を効果

的に進めていくためには、所有者等や町民が相談しやすい体制を整備することが重要で

す。また、空き家を取り巻く個々の課題を解決するためには、相談内容に応じて関係部

署が横断的に連携して対応することが大切です。 

所有者等や町民からの空き家に関する相談・苦情の聞き取りについては、総務課行政

防災グループが相談窓口として受付し、相談の内容に合わせて関係部署が連携して対応

します。相談窓口については、以下のとおりです。 

 

 

４-１-２ 庁内推進体制の整備 

空き家対策は、問題が多岐にわたるため、関係部署が連携して対策を推進することが

必要です。このため、庁内会議である階上町空き家等対策検討委員会により、関係部署

が連携して空き家問題に取り組みます。 

また、庁内関係部署が抱える問題や各施策に対して、必要に応じて空き家の情報を共

有する等、空き家に対してその対策を検討できるよう協力します（表 4-1-1参照）。 

 

 

【空き家に関する町の相談窓口】 

階上町役場 総務課 行政防災グループ 

  受付時間  月曜日から金曜日まで 

        （土・日・祝日・年末年始は閉庁します） 

        午前 8時 15分から午後 5時 00分まで 

  電話番号  0178-88-2873 



 

 

 

表 4-1-1 庁内連携体制 

 

４-１-３ 階上町空き家等対策協議会 

町では、平成 30 年度（2018年度）に、地域住民、学識経験者、各分野の専門家等で

組織される「階上町空き家等対策協議会」を設置しており、今後も本町における空き家

対策に関する事項についての意見や助言を求めていきます。例えば、 

 

● 階上町空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

● 空き家が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項 

● その他空き家の対策に関して必要な事項 

 

について、意見や助言を求められています。 

  

課 名 空き家等対策に係る庁内連携 

総 務 課 
● 防災、減災に関すること。 

● 空き家に関する相談窓口に関すること。 

総合政策課 

● 町行政振興の総合企画及び調整に関すること。 

● 協働のまちづくりに関すること。 

● 移住・定住に関すること。 

● 空き家対策の推進に関すること。 

税 務 課 
● 必要な範囲内における固定資産税情報の取り扱いに関すること。 

● 特定空き家等に対する勧告に基づく住宅用地特例に関すること。 

町民生活課 

● 戸籍情報の取り扱いに関すること。 

● 住民基本台帳情報の取り扱いに関すること。 

● 防犯、警察署との連携に関すること。 

● 廃棄物、清掃及び悪臭の防止に関すること。 

介護福祉課 ● 地域福祉に関すること。 

産業振興課 ● 有害鳥獣の駆除に関すること。 

建 設 課 

● 空き家の施策と都市計画との整合性等に関すること。 

● 住宅のリフォーム、耐震に関すること。 

● 道路に関すること。 

● 下水道及び浄化槽の相談に関すること。 



 

 

 

４-１-４ 関係団体との連携 

不動産流通における空き家の売買、賃借等による活用という側面では、町の情報や庁

内連携だけでは対応が難しく、また、行政機関による斡旋ができないという根本的な課

題があります。 

このため、関係団体の専門的なノウハウを活用した情報発信、相談機能を拡充してい

くことが求められます。そこで、関係団体との連携を強め、共通理解と協力のもと、そ

れぞれの情報や機能を活用しながら、対策を進めていきます（表 4-1-2参照）。 

 

表 4-1-2 関係機関、団体との連携の方向性 

関係団体 連携及び協力の方向性 

宅地建物取引業協会 

全日本不動産協会 

● 空き家バンク制度におけるコーディネートの充実 

● 不動産流通における空き家の売買、賃借での情報共有・ 

  相談機能の拡充 

● インスペクションの斡旋 

弁 護 士 会 
● 空き家をめぐる紛争解決の相談 

● 相続時の遺産分割協議等に関する相談 

司 法 書 士 会 
● 相続登記に関する相談及び調査 

● 成年後見制度、財産管理人制度に関する相談 

建 築 士 会 
● 空き家のリフォーム、インスペクション、耐震判断等の 

  技術的な対応 

土地家屋調査士会 ● 土地又は家屋に関する調査及び測量、筆界特定手続 

不動産鑑定士協会 ● 資産価値や利活用に関する相談 

住宅金融支援機構 

金 融 機 関 
● 空き家に関する融資内容の紹介 

社 会 福 祉 協 議 会 
● 高齢の所有者等に対する住まいの相談・情報提供 

● 不動産担保型生活資金に関する相談 

警 察 ● 防犯への対応 

い き い き 

シ ル バ ー バ ン ク 
● 空き家の見回り、敷地内の除草・樹木の剪定等の代行 

町 内 会 等 ● 意識啓発、空き家情報の提供、地域による見回り 

消 防 

● 火災の予防に関すること 

● 火災の予防のために通報連絡を受けた空き家情報の共有・ 

  連携に関すること 



 

 

 

４-２ その他空き家対策の実施に関し必要な事項 

４-２-１ 継続的な空き家の状況把握・情報の整備更新 

住まいの状態の変化に伴い、現在居住中の住宅等が空き家化し、また、現在ある空き

家の管理不全の状態が継続することによって、町が対策を行う必要のある空き家は今後

も発生し続けることが予想されます。そのため、町民に対する情報発信等の意識啓発の

取組を推進するほか、新たに発生する空き家に対応するため、町内会等からの情報等を

活用した継続的な実態調査や、空き家情報の整備・更新、空き家情報の活用体制を整備

することが必要となります。 

町では、今後も空き家対策の一つとして、空き家調査を継続的に行い、将来にわたっ

て町の空き家の実態把握と空き家問題の解消に努めていきます。 

 

４-２-２ 本計画の評価・検証 

本計画期間中は、町内における空き家の管理状況の推移、空き家数の増減状況等と、

地域情勢の変化等を総合的に評価・検証し、適正な進行管理を行います。具体的には、

ＰＤＣＡサイクルに基づき、行動計画の作成（Plan）、行動計画の実行（Do）、実施成果

の検証（Check）、行動計画の見直し（Action）の 4つの工程を繰り返すことで、業務の

効率を向上させます。その上で、法令及び国の補助制度等の改正や、実施した施策の効

果や社会状況の変化等により、必要に応じて内容の変更を検討します。 

  



 

 

 

４-２-３ 本計画の主な取組指標 

本計画期間中の業務の推進を図るため、主な取組指標を次のとおり設定します（表 4-

2-1参照）。 

表 4-2-1 本計画の主な取組指標  

No. 指       標 
平成 30 年度 

（現況） 

平成 35 年度 

（目標） 

令和 5年度

（実績） 

令和 10 年度

（目標） 

1 空き家件数 338件 328件 330 件 318件 

2 特定空家等の件数 0件 0件 0件 0件 

3 
通報のあった管理不全空

き家の解決率 
100％ 100％ 100％ 100％ 

4 
町外者への空き家適正管

理チラシの送付 
1回 計 5回 計 5回 計 10回 

5 
広報はしかみへの空き家

バンク制度の記事掲載 
1回 計 5回 計 1回 計 6回 

6 
空き家バンク制度登録件

数 
1件 計 10件 計 10 件 計 20件 

7 
空き家バンク制度マッチ

ング件数 
1件 計 10件 計 8件 計 20件 
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資料 1-1 

 

⚫  空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成２６年１１月２７日 

法律第１２７号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は

財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含

む。第１０条第２項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等

に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他

の土地に定着する物を含む。第１４条第２項において同じ。)をいう。ただし、国又は

地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管

理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等

をいう。 

（国の責務） 

第３条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報

の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活

用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努

めなければならない。 

２ 都道府県は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施そ
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の他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対す

る情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよ

う努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務) 

第５条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団

体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第６条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

⑵ 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

⑶ 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

⑷ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あら

かじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第７条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」

という。)を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家

等に関する対策に関する基本的な方針 

⑵ 計画期間 

⑶ 空家等の調査に関する事項 

⑷ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

⑸ 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促

進に関する事項 

⑹ 特定空家等に対する措置(第２２条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第

２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項から第１１項ま

での規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事

項 

⑺ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
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⑻ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

⑼ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第５号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空

家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域におけ

る経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が

必要となると認められる区域(以下「空家等活用促進区域」という。)並びに当該空家

等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針(以

下「空家等活用促進指針」という。)に関する事項を定めることができる。 

⑴ 中心市街地の活性化に関する法律(平成１０年法律第９２号)第２条に規定する中

心市街地 

⑵ 地域再生法(平成１７年法律第２４号)第５条第４項第８号に規定する地域再生拠

点 

⑶ 地域再生法第５条第４項第１１号に規定する地域住宅団地再生区域 

⑷ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成２０年法律第４０号)

第２条第２項に規定する重点区域 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能

を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事

項 

⑵ 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必

要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途(第１６条第１項及び第１

８条において「誘導用途」という。)に関する事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地

の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物(空家等

活用促進区域内の空家等に該当する建築物(建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)

第２条第１号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。)又は

空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第１０項において同じ。)について

第１７条第１項の規定により読み替えて適用する同法第４３条第２項(第１号に係る

部分に限る。次項において同じ。)の規定又は第１７条第２項の規定により読み替え

て適用する同法第４８条第１項から第１３項まで(これらの規定を同法第８７条第２

項又は第３項において準用する場合を含む。第９項において同じ。)の規定のただし

書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第１７条第１項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４３条第２

項の規定の適用を受けるための要件(第９項及び第１７条第１項において「敷地特例
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適用要件」という。)は、特例適用建築物(その敷地が幅員１．８メートル以上４メー

トル未満の道(同法第４３条第１項に規定する道路に該当するものを除く。)に２メー

トル以上接するものに限る。)について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空

家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善

に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第３項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促

進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の１９第１項の指定都市

及び同法第２５２条の２２第１項の中核市を除く。)は、第３項に規定する事項を定

める場合において、市街化調整区域(都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第７条第

１項に規定する市街化調整区域をいう。第１８条第１項において同じ。)の区域を含

む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域

及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければな

らない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第１

７条第２項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４８条第１項から第１３

項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下「用途特例適用要件」

という。)に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家

等活用促進区域内の建築物について建築基準法第４３条第２項第１号の規定による

認定又は同法第４８条第１項から第１３項まで(これらの規定を同法第８７条第２項

又は第３項において準用する場合を含む。第１７条第２項において同じ。)の規定の

ただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第２条第３５号に規定す

る特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。)と協議をしなければなら

ない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政

庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行

政庁は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活

用促進区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認

めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画(第３項に規定する事項が定められたものに限る。第１６条第１

項及び第１８条第１項において同じ。)は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針及び同法第１８条の２の市町村の都市計画に関する基本的

な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の
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提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第７項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第８条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため

の協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村

の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町

村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第２章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を

行うことができる。 

２ 市町村長は、第２２条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、

空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若

しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることが

できる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる

場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にそ

の旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難で

あるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有す

る情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の

施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の

目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているも

ののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののため

に利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者

等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律

の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 
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３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、

空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条、次条及び第１５条にお

いて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握す

るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第３章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者

に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置

すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当

該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対

し、基本指針(第６条第２項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管

理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置

をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等

の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが

大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該

管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具

体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第１４条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認める

ときは、家庭裁判所に対し、民法(明治２９年法律第８９号)第２５条第１項の規定に

よる命令又は同法第９５２条第１項の規定による相続財産の清算人の選任の請求を

することができる。 

２ 市町村長は、空家等(敷地を除く。)につき、その適切な管理のため特に必要がある

と認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の８第１項の規定による命令の

請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必

要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の９第１項又は第２６

４条の１４第１項の規定による命令の請求をすることができる。 
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第４章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１５条 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行

う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報

の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第１６条 空家等対策計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長は、

空家等活用促進区域内の空家等(第７条第４項第２号に規定する空家等の種類に該当

するものに限る。以下この条において同じ。)について、当該空家等活用促進区域内の

経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等

に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するため

に必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると

認めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利

の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第１７条 空家等対策計画(敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)

が第７条第１２項(同条第１４項において準用する場合を含む。)の規定により公表さ

れたときは、当該公表の日以後は、同条第６項に規定する特例適用建築物に対する建

築基準法第４３条第２項第１号の規定の適用については、同号中「、利用者」とある

のは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の

推進に関する特別措置法(平成２６年法律第１２７号)第７条第１２項(同条第１４項

において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第１項に規定する空家

等対策計画に定められた同条第６項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に

規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第７

条第１２項(同条第１４項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたと

きは、当該公表の日以後は、同条第５項に規定する特例適用建築物に対する建築基準

法第４８条第１項から第１３項までの規定の適用については、同条第１項から第１１

項まで及び第１３項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行

政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第１項ただし書

中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成２

６年法律第１２７号)第７条第１２項(同条第十１４項において準用する場合を含む。)

の規定により公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第

９項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」という。)に

適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第２項から第１
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１項まで及び第１３項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは

「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同

条第１２項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に

適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第１８条 都道府県知事は、第７条第１２項(同条第１４項において準用する場合を含

む。)の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域(市街

化調整区域に該当する区域に限る。)内の空家等に該当する建築物(都市計画法第４条

第１０項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)について、当該建築物

を誘導用途に供するため同法第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の許可(い

ずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、第７条第

８項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよ

う適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する

空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を

誘導用途に供するため農地法(昭和２７年法律第２２９号)その他の法律の規定によ

る許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適

切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第１９条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和４０年法律第１２４号)第２

１条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの

委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の

空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地

方住宅供給公社法第４９条の規定の適用については、同条第３号中「第２１条に規定

する業務」とあるのは、「第２１条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特

別措置法(平成２６年法律第１２７号)第１９条第１項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第２０条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成１５年法

律第１００号)第１１条第１項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に

基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域に

おける経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務

を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第２１条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成

１７年法律第８２号)第１３条第１項に規定する業務のほか、市町村又は第２３条第
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１項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡

地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことが

できる。 

第５章 特定空家等に対する措置 

第２２条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害

となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項に

おいて同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空

家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相

当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、

相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置

を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提

出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はそ

の代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長

に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することがで

きる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項

の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を

行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定に

よって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、

前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利

な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命

ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても

同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和２３年法律第４

３号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこ

れをさせることができる。 
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１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ

の措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を

確知することができないとき(過失がなくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の

勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続により命

令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該命令対象者の負担におい

て、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次

項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合に

おいては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき

旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措

置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならな

い。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な

状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生

活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第３項から

第８項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの

規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自

ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び

第６条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他

国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又

は妨げてはならない。 

１５ 第３項の規定による命令については、行政手続法(平成５年法律第８８号)第３章

(第１２条及び第１４条を除く。)の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施

を図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土

交通省令・総務省令で定める。 

第６章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第２３条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成１０年法律第７号)第２条第２項に

規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理

若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業

務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等
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管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、

住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変

更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示し

なければならない。 

（支援法人の業務） 

第２４条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家

等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な

管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

⑵ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その

他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

⑶ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

⑷ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

⑸ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事

務を行うこと。 

（監督等） 

第２５条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必

要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができ

る。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと

認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第２３条第１項

の規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければ

ならない。 

（情報の提供等） 

第２６条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報

の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があ

るとして、空家等の所有者等に関する情報(以下この項及び次項において「所有者等

関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必
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要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供すると

きは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者

等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第２７条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対

し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更

をすることを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該

提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成

又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するもの

とする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするとき

は、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第２８条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管

理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第１４条各項の規定によ

る請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めると

きは、第１４条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第１項の規定による要請があった場合において、第１４条各項の規定

による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、

当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

第７章 雑則 

第２９条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対

策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対

する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に

基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置

その他の措置を講ずるものとする。 

第８章 罰則 

第３０条 第２２条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下

の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の過料に処する。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条の規定

は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

(平成２７年政令第５０号で、本文に係る部分は、平成２７年２月２６日から、ただし書

に係る部分は、平成２７年５月２６日から施行) 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 (令和５年６月１４日法律第５０号) 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

(令和５年政令第３３１号で令和５年１２月１３日から施行) 

（経過措置） 

第２条 地方自治法の一部を改正する法律(平成２６年法律第４２号)附則第２条に規

定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特

別措置法(以下この条において「新法」という。)第７条第８項及び第１８条第１項の

規定の適用については、新法第７条第８項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、

「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成２６年法

律第４２号)附則第２条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第２２条第１０項及び第１２項(同条第１０項に係る部分に限る。)の規定は、

この法律の施行の日(以下この条及び附則第６条において「施行日」という。)以後に

新法第２２条第１０項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前に

この法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法(次項において「旧法」

という。)第１４条第１０項後段の規定による公告を行った場合については、なお従

前の例による。 

３ 新法第２２条第１１項及び第１２項(同条第１１項に係る部分に限る。)の規定は、

施行日以後に同条第２項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧

法第１４条第２項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関す

る経過措置を含む。)は、政令で定める。 

（検討） 
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第４条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定に

ついて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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⚫  空家等対策の推進に関する特別措置法【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし
ており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要（１条） 

 参考：現在、空家は全国約８４９万戸（平成３０年） 
    １４５０の自治体が空家条例を制定（令和 5 年 3 月） 

背 景 

●「空家等」とは、 
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その
他の使用がなされていないことが常態であるもの及
びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含
む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、
又は管理するものを除く。（２条１項） 

●「管理不全空家等」とは、 
そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれの
ある状態にあると認められる空家等。（13 条 1 項） 

●「特定空家等」とは、 
  ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 
  ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
  ③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を 
    損なっている状態 
  ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す 
    ることが不適切である状態にある空家等をいう。 
    （２条２項） 

定 義 

・措置の実施のための立入調査 

・指導→勧告→命令→代執行の措置 

・市町村による空家等対策計画の策定 

・空家等の所在や所有者の調査 

・固定資産税情報の内部利用等 

・データベースの整備等 

・適切な管理の促進、有効活用 

特定空家等 

空家等 

● 国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等 
○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定（６条） 
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定（７条）・協議会を設置（８条） 
○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助（４条２項） 

● 空家等についての情報収集 
○ 市町村長は、法律で規定する限度において、空家等への調査（９条） 
        空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用（１０条）等が可能 
○ 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力（１１条） 

● 空家等及びその跡地の活用  
市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施（１５条） 

● 特定空家等に対する措置（※） 
特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。 
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能（２２条） 

● 財政上の措置及び税制上の措置等 
市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実

施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う（２９条１項） 
このほか、今後必要な税制上の措置等を行う（２９条２項） 

施策の概要 

管理不全空家
等 

・指導→勧告の措置 
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⚫  空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため
の基本的な指針【概要】 

「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）」第６条に基づき、国土交通大臣及び総務大臣

が定めることとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．本基本指針の背景 
（１）空家等の現状 
（２）空家等対策の基本的な考え方 
  ① 基本的な考え方 
    ・所有者等に第一義的な管理責任 ・住民に最も身近な市町村による空家等対策の実施の重要性 等 

  ② 市町村の役割  ・空家等対策の体制整備 ・空家等対策計画の作成、必要な措置の実施 等 

  ③ 都道府県の役割  ・空家等対策計画の作成や変更、実施等に関する市町村への必要な援助の実施 等 

  ④ 国の役割  ・空家等対策施策の策定、実施 ・必要な財政上の措置・税制上の措置の実施 等 

２．実施体制の整備 
（１）市町村内の関係部局による連携体制  （２）協議会の組織 
（３）空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備  （４）空家等管理活用支援法人の指定 
（５）地方住宅供給公社、都市再生機構、住宅金融支援機構との連携 

３．空家等の実態把握 
（１）市町村内の空家等の所在等の把握   （２）空家等の所有者等の特定及び意向の把握 
（３）空家等の所有者等に関する情報を把握する手段  ・固定資産税情報の内部利用 等 

４．空家等に関するデータベースの整備等 

５．空家等対策計画の作成 

６．空家等及びその跡地の活用の促進 

（１）空家等及びその跡地の活用  （２）空家等活用促進区域の設定及び空家等活用促進指針の策定 

７．空家等の適切な管理に係る措置 

８．特定空家等に対する措置 

９．空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置 
（１）財政上の措置 
（２）税制上の措置   

・空き家の発生を抑制するための所得税等の特例措置  ・市町村長による必要な措置の勧告を受けた管理

不全空家等及び特定空家等に対する固定資産税等の住宅用地特例の解除 

 １ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

１．効果的な空家等対策計画の作成の推進 

２．空家等対策計画に定める事項 
（１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策 
   に関する基本的な方針  ・重点対象地区の設定、空家等対策の優先順位の明示 等 

（２）計画期間  ・既存の計画や調査の実施年との整合性の確保 等 

（３）空家等の調査に関する事項  ・対象地区、期間、対象など調査内容及び方法の記載 等 

（４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
（５）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 
（６）特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 
（７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
    ・各部局の役割分担、組織体制、窓口連絡先などの記載 等 

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
    ・対策の効果の検証、その結果を踏まえた計画の見直し方針 等 

 ２ 空家等対策計画に関する事項 
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１．空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進 

２．空家等に対する他法令による諸規制等 

３．空家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援施策等 

 ４ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

１．所有者等による空家等の適切な管理の必要性 

２．空家等の適切な管理のために所有者等が留意すべき事項 

  ①保安上危険の防止のための管理  ②衛生上有害の防止のための管理 

  ③景観悪化の防止のための管理   ④周辺の生活環境の保全への悪影響の防止のための管理 

 ３ 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 
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⚫  管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適
切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）【概

要】 
市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び「特定空家等に対する措置」に係る手続について、参考となる

考え方を示すもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．法に定義される管理不全空家等及び特定空家等 
２．具体の事案に対する措置の検討 
（１）管理不全空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等 
   ・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置 
（２）特定空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等   （３）財産管理制度の活用 
（４）行政の関与の要否の判断   （５）他の法令等に基づく諸制度との関係 
３．所有者等の特定 
４．所有者等が多数の共有者である場合や、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

である場合の対応 

 第１章 空家等に対する対応 

「 管理不全空家等及び特定空家等に関する措置を講ずるか否かについては、（１）を参考に、（２）に示す事
項を勘案して、総合的に判断。 

（１）管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考となる基準 
   ・空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を〔別紙１〕～〔別紙４〕に示す。 
（２）管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の判断の参考となる基準 
  ①周辺の状況による悪影響の程度   ②空家等の状況による悪影響の程度 
  ③危険等の切迫性   ④その他の状況も勘案した総合的な判断 
 

 第２章 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置を講ずるに際して参考となる事項 

 

 第３章 管理不全空家等に対する措置 

１．適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握 
２．管理不全空家等に対する措置の事前準備 
（１）調査 
   ・外観目視による調査、所有者等の立会いの下の敷地内や室内の調査、聞き取り調査 
   ・特定空家等に対する措置の報告徴収、立入調査を行うことは認められない。 

（２）データベース（台帳等）の整備と関係部局への情報提供 
   ・税務部局に対し、空家等施策担当部局から常に管理不全空家等に係る最新情報を提供 

（３）管理不全空家等に関係する権利者との調整 
   ・抵当権等が設定されていた場合でも、指導等を行うに当たっては、関係権利者と必ずしも調整を行う必要は

ない。 

３．管理不全空家等の所有者等への指導 
（１）管理不全空家等の所有者等への告知 
（２）措置の内容等の検討 
４．管理不全空家等の所有者等への勧告 
（１）勧告の対象 
   ・指導後も管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれが大きいと

認めるとき 
（２）勧告の実施 
   ・固定資産税等の住宅用地特例から除外されることを示すべき。 
   ・勧告は書面で行う。 
   ・措置の内容は、規制目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内。 

（３）関係部局への情報提供 
５．必要な措置が講じられた場合の対応 
   ・所有者等が、勧告に係る措置を実施し、当該勧告が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を

満たす家屋の敷地は、特例の適用対象となる。 
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 第４章 特定空家等に対する措置 

 

１．特定空家等の所有者等の事情の把握 
２．特定空家等に対する措置の事前準備 
（１）報告徴収及び立入調査 
   ・明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行使してまで立入調査をすることはできない。 
   ・空家等を損壊させるようなことのない範囲内での立入調査は許容され得る。 

（２）データベース（台帳等）の整備と関係部局への情報提供 
   ・管理不全空家等に係る考え方と同様 

（３）特定空家等に関係する権利者との調整 
   ・管理不全空家等に係る考え方と同様 

３．特定空家等の所有者等への助言又は指導 
（１）特定空家等の所有者等への告知 
（２）措置の内容等の検討 
４．特定空家等の所有者等への勧告 
（１）勧告の実施 
   ・固定資産税等の住宅用地特例から除外されることを示すべき。 
   ・災害その他非常の場合は命令等を経ることなく緊急代執行を行う可能性があることを示すべき。 
   ・勧告は書面で行う。 
   ・措置の内容は、規制目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内。 

（２）関係部局への情報提供 
５．特定空家等の所有者等への命令 
（１）所有者等への事前の通知 
（２）所有者等による公開による意見聴取の請求 

（３）公開による意見の聴取 
（４）命令の実施  ・命令は書面で行う。 

（５）標識の設置その他国土交通省令・総務省 
   令で定める方法による公示 

 ６．特定空家等に係る代執行 
（１）実体的要件の明確化 
（２）手続的要件 
（３）非常の場合又は危険切迫の場合 
（４）執行責任者の証票の携帯及び呈示 
（５）代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 
（６）費用の徴収 
７．過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合 
（１）「過失がなくて」「確知することができない」場合 
   ・不動産登記簿情報、固定資産税情報等を活用せずに、所有者等を特定できなかった場合、「過失がない」とは

言い難い。 
（２）事前の公告 
（３）略式代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 
（４）費用の徴収 
   ・義務者が後で判明したときは、その者から費用を徴収できる。 
８．災害その他非常の場合 
（１）「災害その他の非常の場合において、～緊急に～必要な措置をとる必要があると認めるときで」「～命ずるいとま

がないとき」 
   ・公益性の観点から特定空家等に対する緊急の措置が必要となる非常の場合を想定。 
   ・命令を行うこと自体ができない場合には緊急代執行を行うことは認められない。 
   ・所有者等が確知できない場合には略式代執行を行う。 
（２）「これらの規定にかかわらず」 
   ・命令及び命令に付随する手続き等を経ることなく代執行を行うことができる。 
   ・緊急代執行を行う場合でも、助言又は指導及び勧告は行うことが必要。 
（３）費用の徴収 
９．必要な措置が講じられた場合の対応 
   ・所有者等が、勧告又は命令に係る措置を実施し、当該勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用

地特例の要件を満たす家屋の敷地は、特例の適用対象となる。 
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ガイドライン〔別紙１〕～〔別紙４〕の概要 

空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を示すもの。以下は例示であり、これによらない場合も適切に判断

していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。 

（１）建築物が倒壊等するおそれがある。 
   イ 建築物の著しい傾斜  ・基礎に不同沈下がある ・柱が傾斜している 等 

   ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等 
      ・基礎が破損又は変形している  ・土台が腐朽又は破損している 等 

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 
   ・屋根が変形している  ・屋根ふき材が剥落している  ・壁体を貫通する穴が生じている 

   ・看板、給湯設備等が転倒している  ・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している 等 

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 
   ・擁壁表面に水がしみ出し、流出している 等 

〔別紙１〕 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。 
   ・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。 

   ・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 

   ・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 等 

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。 
   ・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生 活に影響を及ぼしている。 

   ・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼ 

    している。 等 

〔別紙２〕 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

（１）立木が原因で、以下の状態にある。 
   ・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 等 

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。 
   ・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の 日常生活に支障を及ぼしている。 

   ・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。 等 

（３）建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。 
   ・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。 等 

〔別紙４〕 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている。 
   ・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意 

    匠等の制限に著しく適合していない状態となっている。 

   ・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。 等 

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。 
   ・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。 

   ・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 

   ・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 等 

〔別紙３〕 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 
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⚫  本町の空き家を取り巻く現状 

➢ 本町の人口の推移・動向 

本町の人口は、ゆるやかに増減を繰り返しながら推移していましたが、昭和 55 年

（1980 年）から人口の伸び率が上昇し、平成 12 年（2000 年）には 15,618 人とピーク

を迎えました。その後は減少に転じ、平成 27年（2015年）には 14,025人と、ピーク時

より約 1割の減少（－1,593人）となっています（図 5-1-1参照）。 

図 5-1-1 人口の推移（出典：階上町「階上町人口ビジョン」） 

 

また、年齢３区分別の人口をみると、本町における年少人口（0～14歳）及び生産年

齢人口（15～64歳）の割合は年々減少しており、年少人口においては 40年間で約 3分

の 1まで減少し、平成 27年（2015年）には 11％となりました。 

一方で、老年人口（65歳以上）の割合は、40年間で約 3倍増加し、平成 27年（2015

年）には 27％となりました。65 歳以上の高齢者が人口全体の 4 分の 1 以上を占め、本

町においても少子高齢化が進んでいるのが分かります（図 5-1-2参照）。 



  

資料 5-2 

 

図 5-1-2 年齢３区分別の人口の推移（出典：階上町「階上町人口ビジョン」） 

 

空き家の発生要因として、全国的に相続を契機とするケースが多いことが指摘されて

います。本町においても、人口の減少と少子高齢化が進むことで、空き家の数が増加す

ることは避けられないと考えられます。 

なお、本町の人口において特徴的な傾向として、平成 27年（2015 年）の本町の人口

ピラミッドにみられるように、15歳から 24歳の男性人口が突出して膨らんでいること

が挙げられます。これは、隣接する八戸市との市町境界付近に位置する大学（八戸工業

大学・八戸学院大学）への入学者と推測されます。また、全国と比較して第二次ベビー

ブーム世代の膨らみが小さい等、35歳から 40歳代の人口が少ないことも特徴です（図

5-1-4参照）。 
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図 5-1-4 本町の人口ピラミッド（出典：階上町「階上町人口ビジョン」） 
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➢ 現地調査 

平成 30年（2018 年）8月から 11月にかけて町内全域を対象に、空き家の数や分布状

況、建物の状態等を把握するための現地調査を実施しました（表 5-2-1参照）。 

 

 現地調査の概要 

表 5-2-1 現地調査の概要 

調査対象地区 階上町内全域 

調査実施期間 平成 30年（2018年）8月～11月 

調 

査 

方 

法 

① 調査対象の整理 

町が保有する空き家情報、民間地

図会社による住宅地図調査の過程

で把握した空き家の位置情報を整

理し、住宅地図上で調査対象建物

を整理。 

② 現地調査票

の作成 

空き家の当否のほか、建物の状態、

近隣に与える環境的要因（草木の

繁茂、ゴミの投棄等）等を調査項目

とする現地調査票を作成。 

③ 現地調査の実施 
現地調査を実施し、空き家の可能

性や建物の状態を調査。 

 

 現地調査の結果 

現地調査の結果、調査対象候補 626件に対し、空き家と判断される建物が 338件、空

き家ではないと判断される建物が 166件ありました（表 5-2-2参照）。 

表 5-2-2 現地調査の結果 

調査総件数 626件  

 ① 空き家と判定 338件  

 ② 空き家ではないと
判定 
   （うち 居住実態
あり） 
   （うち 空き地） 

166件  
   （130

件） 
（36
件） 

 ③ 調査不可※ 122件  

※ 調査不可の理由（重複あり） 
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  公道から遠く見えない（48件） 高低差で見えない（2件） 

  草木の繁茂で判定不可（24件） 立ち入り禁止（3件） 

  その他（46件） 

   ・同一敷地内の家屋に居住実態あり 

   ・悪路につき到達不可 

   ・敷地内に駐車車両あり 

   ・敷地内に作業者が存在 

   ・小屋・倉庫での使用実態あり 等 

 

空き家数を行政区別にみると、「蒼前」が 55 件と最も多く、「野場中」が 39 件、「駅

前」が 29件、「耳ケ吠西」が 26件と続いています（図 5-2-3参照）。 

 

図 5-2-3 行政区別の空き家数 
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 建築後の経過年数 

現地調査結果で取得した町内の空き家について、町の保有情報により建築年月日を調

査したところ、建築後、現在まで 30 年を経過している空き家が 67.8％を占め、また、

50.6％で昭和 56年以前の建築物であることが分かりました（図 5-2-4参照）。 

図 5-2-4 階上町全体の空き家の建築後経過年数 

 

 不良度ランク判定 

現地調査結果で取得した町内の空き家について、個々の建物・敷地内の状態を点数化

し、外観不良の状態や程度を示す「不良度」に応じて、ＡからＤまでの不良度ランク判

定を行いました。総合点が高いほど、建物の不良度が高いものとなっています。 

不良度ランク判定の結果、Ａランクが 138件（40.8％）と最も多く、Ｂランクが 136

件（40.2％）、Ｃランクが 53件（15.7％）と続いています。比較的状態の良好なＡラン

クとＢランクが、町内の空き家全体の 8割以上を占めました（表 5-2-5、図 5-2-6参照）。 

  

12件
37件

58件

171件

60件

3.6%
10.9%

17.2%

50.6%

17.8% 築10年～19年

築20年～29年

築30年～35年

昭和56年以前に建築

不明

内円：件数

外円：割合
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表 5-2-5 不良度ランクの判定内容と階上町全体の判定結果 

（不良度ランク判定の項目：建物の傾き、外壁の状態、屋根の状態等の建物の腐朽・破損に関する項目） 

 

図 5-2-6 階上町全体の不良度ランク判定結果の各ランクの割合 

 

空き家の中には、現況のまま利用可能あるいは、比較的小規模な修繕で利用可能とな

る建物もある一方、利活用に適さない状態のものも存在します。不良度の高い空き家に

ついて、周辺の生活環境を保全するために必要と認められる場合には、空家法に基づく

措置を見据えた改善策を検討する必要があります。 

  

ランク 点数 判定内容 件数 

Ａランク 0点 
管理に特段問題がなく、現

況のまま利用可能 

138件

（40.8％） 

Ｂランク 1点～49点 

管理が行き届いていない

が、比較的小規模な修繕で

利用可能 

136件 

（40.2％） 

Ｃランク 50点～99点 
倒壊の可能性はないが、現

況のままの利用は困難 

53件 

（15.7％） 

Ｄランク 100 点以上 
倒壊の可能性がある等、現

況のままの利用は不可能 

11件 

（3.3％） 

138件

136件

53件
11件

40.8%

40.2%

15.7%

3.3%

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

Ｄランク

内円：件数

外円：割合
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図 5-2-7 行政区別不良度ランク判定結果の各ランクの件数 

図 5-2-8 行政区別不良度ランク判定結果の各ランクの割合
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24.1%

50.0%

11.1%

42.9%

58.2%

30.8%

40.0%

26.7%

22.2%

61.5%

50.0%

40.0%

31.8%

42.3%

42.1%

50.0%

47.4%

33.3%

28.6%

27.6%

33.3%

33.3%

4.8%

5.5%

15.4%

6.7%

33.3%

7.7%

12.5%

30.0%

18.2%

11.5%
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表 5-2-9 行政区別不良度ランク判定結果 

 

 市場性ランク判定 

不良度ランク判定と同様に、現地調査結果による空き家の外観不良の状態に加え、町

内における立地（エリア）、道路の幅員、間口、駐車場スペースの状態を点数化し、空

き家の利活用の可能性を示す「市場性」に応じて、ＡからＤまでの市場性ランク判定を

行いました。総合点が高いほど、利活用の可能性が低いものとなっています。 

市場性ランク判定の結果、Ｄランクが 121 件（35.8％）と最も多く、Ｃランクが 92

件（27.2％）、Ｂランクが 85件（25.1％）と続いています。 

不良度ランク判定では比較的状態の良好な空き家が多くみられる一方、市場性ランク

判定においては「売却・賃貸が容易」なＡランクの物件数はかなり少なくなっています

（表 5-2-10、図 5-2-11参照）。 

  

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

石鉢 11 52.4% 9 42.9% 1 4.8% 0 0.0% 21

蒼前 20 36.4% 32 58.2% 3 5.5% 0 0.0% 55

野場中 21 53.8% 12 30.8% 6 15.4% 0 0.0% 39

角柄折 3 60.0% 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 5

金山沢 8 53.3% 4 26.7% 1 6.7% 2 13.3% 15

田代 3 33.3% 2 22.2% 3 33.3% 1 11.1% 9

晴山沢 4 30.8% 8 61.5% 1 7.7% 0 0.0% 13

平内 3 37.5% 4 50.0% 1 12.5% 0 0.0% 8

鳥屋部 3 30.0% 4 40.0% 3 30.0% 0 0.0% 10

赤保内 8 36.4% 7 31.8% 4 18.2% 3 13.6% 22

耳ケ吠西 10 38.5% 11 42.3% 3 11.5% 2 7.7% 26

耳ケ吠東 10 52.6% 8 42.1% 1 5.3% 0 0.0% 19

荒谷 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2

大蛇 4 21.1% 9 47.4% 5 26.3% 1 5.3% 19

追越 4 66.7% 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 6

榊 5 71.4% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 7

駅前 7 24.1% 8 27.6% 14 48.3% 0 0.0% 29

道仏 12 50.0% 8 33.3% 2 8.3% 2 8.3% 24

小舟渡 1 11.1% 3 33.3% 5 55.6% 0 0.0% 9

全体 138 40.8% 136 40.2% 53 15.7% 11 3.3% 338

行政区
Ａランク Ｂランク Ｃランク Ｄランク

総計
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表 5-2-10 市場性ランクの判定内容と階上町全体の判定結果 

  （市場性ランク判定の項目：立地条件（エリア、道路の幅員、道路の傾斜等、道路と敷地の高低差、 

               間口）と建物条件（不良度判定の結果、建築年次、駐車場スペース）） 

 

図 5-2-11 階上町全体の市場性ランク判定結果の各ランクの割合 

 

なお、市場性ランク判定結果を行政区別でみると、「耳ケ吠東」、「角柄折」でＡラン

ク・Ｂランクの割合が高く、「駅前」でＣランク以下の空き家の割合が高くなりました

（図 5-2-12、図 5-2-13、表 5-2-14参照）。 

 

ランク 点数 判定内容 件数 

Ａランク 39点以下 売却・賃貸が容易 
40件

（11.8％） 

Ｂランク 40 点～99点 売却・賃貸の期待性あり 
85件 

（25.1％） 

Ｃランク 100 点～149点 売却・賃貸の期待性が低い 
92件 

（27.2％） 

Ｄランク 150点以上 売却・賃貸が困難 
121件 

（35.8％） 

40件

85件

92件

121件

11.8%

25.1%

27.2%

35.8%
Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

Ｄランク

内円：件数

外円：割合
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図 5-2-12 行政区別市場性ランク判定結果の各ランクの件数 

図 5-2-13 行政区別市場性ランク判定結果の各ランクの割合 
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表 5-2-14 行政区別市場性ランク判定結果 

 

➢ 所有者意向調査 

 所有者意向調査の概要 

現地調査の結果、空き家と判断された建物 338件のうち、所有者を特定できた 323件

について、所有者の年齢、空き家となったきっかけ、維持管理の状況、今後の利活用の

意向等について、アンケート方式による所有者意向調査を行いました（表 5-3-1参照）。 

表 5-3-1 所有者意向調査の概要 

 ① 意向調査送付数 323 件  

 ② 宛先不明による返送

数 
5 件 

 ③ 有効送付数（①－②） 318 件 

 ④ 意向調査回収数 180 件 

 ⑤ 回収率（④÷③） 56.6％ 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

石鉢 5 23.8% 5 23.8% 9 42.9% 2 9.5% 21

蒼前 4 7.3% 17 30.9% 16 29.1% 18 32.7% 55

野場中 5 12.8% 10 25.6% 13 33.3% 11 28.2% 39

角柄折 0 0.0% 3 60.0% 1 20.0% 1 20.0% 5

金山沢 2 13.3% 3 20.0% 4 26.7% 6 40.0% 15

田代 1 11.1% 2 22.2% 2 22.2% 4 44.4% 9

晴山沢 1 7.7% 3 23.1% 5 38.5% 4 30.8% 13

平内 2 25.0% 2 25.0% 4 50.0% 0 0.0% 8

鳥屋部 2 20.0% 2 20.0% 2 20.0% 4 40.0% 10

赤保内 2 9.1% 5 22.7% 5 22.7% 10 45.5% 22

耳ケ吠西 4 15.4% 5 19.2% 7 26.9% 10 38.5% 26

耳ケ吠東 7 36.8% 7 36.8% 2 10.5% 3 15.8% 19

荒谷 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 2

大蛇 1 5.3% 3 15.8% 6 31.6% 9 47.4% 19

追越 1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6

榊 1 14.3% 3 42.9% 2 28.6% 1 14.3% 7

駅前 0 0.0% 2 6.9% 4 13.8% 23 79.3% 29

道仏 1 4.2% 8 33.3% 7 29.2% 8 33.3% 24

小舟渡 0 0.0% 3 33.3% 1 11.1% 5 55.6% 9

全体 40 11.8% 85 25.1% 92 27.2% 121 35.8% 338

Ｂランク Ｃランク Ｄランク
総計行政区

Ａランク
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 所有者意向調査の結果 

⚫ 所有者の年齢 

建物の所有者本人の年齢は、「60 歳～74 歳」が 63 件（48.5％）で最も多く、回答者

全体の 7 割が 60 歳以上でした。所有者が高齢になるにつれ、空き家を適切に管理し続

けることが難しくなり、今後管理水準が低下することが懸念されます（図 5-3-2参照）。 

図 5-3-2 所有者の年齢（単数回答） 

⚫ 現在の状況に至ったきっかけ 

現在の状況に至ったきっかけは、「相続」が 32件で最も多く、「その他」が 31件、「借

り主がいなくなった」が 17 件と続いています。全国的に、相続が契機となって空き家

が発生するケースが多いことが指摘されており、本町でも同様の傾向がみられます。高

齢の所有者等が多いことからも、今後も相続を契機とした空き家が増加することが懸念

されます（図 5-3-3 参照）。 

図 5-3-3 現在の状況に至ったきっかけ（複数回答） 

1件 7件

31件

63件

28件

0.8%
5.4%

23.8%

48.5%

21.5% 29歳以下

30歳～44歳

45歳～59歳

60歳～74歳

75歳以上

内円：件数

外円：割合

32

9

7

17

6

10

13

31

0 10 20 30 40

相続

買い替え

別荘・セカンドハウスとして購入した

借主がいなくなった

転勤

施設へ入居、または入院

親族と同居するための転居

その他

（件）
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⚫ 現在の状況の継続理由 

現在の状況が継続している理由は、「売りたい・貸したい」が 37 件で最も多く、「使

う予定・可能性がある」が 34 件と続いています。売買・賃貸も含め、所有者等に空き

家を活用することに一定の意欲があることがうかがえます（図 5-3-4 参照）。 

 図 5-3-4 現在の状況の継続理由（複数回答） 

 

⚫ 建物について困っていること 

建物について困っていることは、「特に困っていない」が 38 件で最も多く、「日ごろ

の管理に手間がかかる」が 37 件、「解体したいが費用をまかなえない」が 35 件と続い

ています。所有者等の事情は様々ですが、空き家の管理のサポート、解体費用等の助成

といった支援を検討する必要があると考えられます（図 5-3-5参照）。 

図 5-3-5 建物について困っていること（複数回答） 
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15
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5

22
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使う予定・可能性がある

売りたい・貸したい

思い入れのある家をそのままにしておきたい

建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がる

相続手続中である

特に理由はない・なんとなく

その他

（件）

37

6

13

28

22

35

38

5

0 10 20 30 40

日ごろの管理に手間がかかる

管理したいが頼める人がいない

遠方に住んでおり建物の状況がわからない

借り手・買い手がいない

修繕したいが費用がまかなえない

解体したいが費用をまかなえない

特に困っていない

その他

（件）
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⚫ 建物の管理の状況 

建物の管理の頻度は、「年に数回」が 57件（47.5％）と最も多く、「ほぼ毎月」が 25

件（20.8％）、「ほとんど管理していない」が 20件（16.7％）と続きます。（図 5-3-6参

照）。 

ほどんと管理していない所有者等の「管理していない理由」は、「高齢のため管理で

きない」が 13件、「どうしたら良いのかわからない」9件と多く、高齢者の所有者等へ

の管理のサポートや相談等の支援を検討する必要があると考えられます（図 5-3-7 参

照）。 

 図 5-3-6 建物の管理の頻度（単数回答） 

 

図 5-3-7 建物を管理していない理由（複数回答） 

  

6

13

9

6

0 5 10 15

管理にお金をかけたくない

高齢のため管理できない

どうしたら良いのかわからない

その他

（件）

18件

25件

57件

20件

15.0%

20.8%

47.5%

16.7%

ほぼ毎週

ほぼ毎月

年に数回

ほとんど管理していない

内円：件数

外円：割合
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⚫ 今後の利活用の意向 

今後の利活用の意向は、「条件が合えば利活用したい」が 52件（43.7％）、「利活用し

たい」が 25件（21.0％）と、回答者全体の約 65％が利活用へ前向きの意向を持ってい

ます（図 5-3-8参照）。 

利活用したい所有者等の「利活用の仕方」は、「建物を他人に売りたい」が 40件、「自

分または親族の居住のために使いたい」が 27件と続きます（図 5-3-9参照）。 

図 5-3-8 利活用の意向（単数回答） 

  

図 5-3-9 利活用の仕方について（複数回答） 

  

27

40

23
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5
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自分または親族の居住のために使いたい

建物を他人に売りたい

建物を他人に貸したい
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（件）
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35.3%
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内円：件数

外円：割合
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⚫ 空き家バンク制度について 

本町で実施している「階上町空き家バンク制度」については、「活用を検討したい」

と「活用する気はない」及び「わからない」がそれぞれ 33件（28.4％）となりました。

空き家バンク制度の周知や登録促進に向けて、より一層の取組が求められます（図 5-

3-10参照）。 

 図 5-3-10 空き家バンク制度について（単数回答） 
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33件
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14.7%

28.4%
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内円：件数

外円：割合
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⚫ 町に期待する支援 

町に期待する支援は、「相談窓口の設置・専門家の紹介」が 76 件（47.5%）と最も多

く、「修繕や解体に関する費用の助成」が 51 件（31.9%）、「建物の有効活用に関する情

報の提供」が 21件（13.1%）と続いています。空き家の適切な管理や利活用に関する相

談支援や修繕・解体費用の助成を求める声が多くなっています（図 5-3-11参照）。 

相談窓口の設置・専門家の紹介について「希望する分野」は、「売却・賃貸」と「解体

等の資金」がそれぞれ 37件と最も多くなっています（図 5-3-12参照）。 

図 5-3-11 町にどのような支援を期待するか（複数回答） 

  

図 5-3-12 相談窓口・専門家の紹介で希望する分野（複数回答） 
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⚫  階上町空き家等の対策の推進に関する条例 

平成２８年１２月１３日 

条例第１９号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、空き家等の適正な管理及び有効活用に関し必要な事項を定めるこ

とにより、空き家等が周辺の生活環境を害し、及び町民等の生命、身体又は財産に被

害を及ぼすことを未然に防止し、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与するこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物であって、居住その他の使用がな

されていないことが常態であるものをいう。 

⑵ 特定空き家等 適正な管理が行われていない空き家等で、そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそ

れのある状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切で

ある状態にあると認められるものをいう。 

⑶ 町民等 本町の区域内に住所を有する者、本町の区域内で働き、若しくは学ぶ者

又は本町の区域内において事業活動その他の活動を行う者をいう。 

⑷ 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権原を有する者をいう。 

 （町の責務） 

第３条 町は、空き家等の適正な管理を実現するために、必要な施策を講ずるよう努め

なければならない。 

 （所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において

適正に管理しなければならない。 

 （町民等の役割） 

第５条 町民等は、特定空き家等に該当するおそれがあると認めるときは、町にその情

報を提供するよう努めるものとする。 

 （立入調査等） 

第６条 町長は、前条の規定による情報提供を受けたとき又は特定空き家等に該当する

おそれのあるものを発見したときは、当該空き家等の状態、当該空き家等の所有者等

の所在その他必要な事項について調査するものとする。 
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２ 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員又は委任した者を空き家

等に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。 

３ 町長は、前項の規定により当該職員又は委任した者を空き家等に立ち入らせようと

するときは、その５日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければ

ならない。ただし、当該所有者等に対して通知することが困難であるときは、この限

りでない。 

４ 第２項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

 （助言又は指導） 

第７条 町長は、当該空き家等が特定空き家等に該当すると認めたときは、当該所有者

等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。 

 （勧告） 

第８条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該

特定空き家等の管理が適正に行われていないと認めたときは、所有者等に対し、相当

の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

 （措置命令） 

第９条 町長は、所有者等が正当な理由がなく前条の規定による勧告に応じない場合に

おいて、特に必要があると認めたときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて、

必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

２ 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代

理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、町長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

４ 町長は、前項の規定に基づく意見の聴取の請求があった場合においては、第１項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行

わなければならない。 

５ 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第１項の規定に基づ

き命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の３日前までに、

前項に規定する者に通知するとともに、これを告示しなければならない。 

６ 第４項に規定する者は、意見の聴取に際し、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 



  

資料 6-3 

 

７ 町長は、第１項の規定による命令をした場合においては、標識を当該特定空き家等

に設置するとともに、その旨を告示しなければならない。 

８ 第１項の規定による措置を命ぜられた所有者等は、前項の標識の設置を拒み、又は

妨げてはならない。 

９ 第１項の規定による命令については、階上町行政手続条例（平成９年階上町条例第

９号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

 （代執行） 

第１０条 町長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないとき

は、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところにより、自ら当該所有

者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

２ 前条第１項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき所有者等を確知することができないとき（過失がなくて第

７条の規定による助言若しくは指導又は第８条の規定に基づく勧告が行われるべき

所有者等を確知することができないため、前条第１項の規定による命令をすることが

できないときを含む。）は、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、

相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わない

ときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらか

じめ告示しなければならない。 

 （緊急措置） 

第１１条 町長は、特定空き家等に起因する人の生命、身体又は財産に対する著しい危

険が現に切迫していると認められるときは、当該危険な状態を回避するために必要な

最小限度の緊急措置を講ずることができる。 

２ 町長は、前項の措置を講じたときは、当該特定空き家等の所有者等から当該措置に

要した費用を徴収するものとする。 

 （活用等の促進） 

第１２条 町は、空き家等及び空き家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行

う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情

報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めなければならな

い。 

 （空き家等対策計画） 

第１３条 町長は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）第７条第１項の規定により、及び空き家等の適正な管理を実現

するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するため、空き家等に関する対策に

ついての計画を策定するものとする。 
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 （空き家等対策協議会） 

第１４条 法第８条第１項の規定により、階上町附属機関に関する条例（平成２２年階

上町条例第２号）に規定する階上町空き家等対策協議会を置く。 

 （関係機関等との連携） 

第１５条 町長は、第１条の目的を達成するため、警察、消防その他の関係機関及び電

気、水道等の事業者（以下「関係機関等」という。）と連携し、協力体制を構築する

よう努めなければならない。 

 （空き家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１６条 町長は、住民登録事務その他の事務のために利用する目的で保有する情報で

あって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行の

ために必要な限度において、当該目的以外のために利用し、又は関係機関等に提供す

ることができる。 

 （委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 (施行期日) 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３６年階上町条例

第１８号）の一部を次のように改正する。 

  （次のよう省略） 

 （階上町附属機関に関する条例の一部改正） 

第３条 階上町附属機関に関する条例（平成２２年階上町条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  （次のよう省略） 

附 則(令和５年１２月８日条例第２６号) 

(施行期日) 

第１条 この条例は、令和５年１２月１３日から施行する。 

(階上町附属機関に関する条例の一部改正) 

第２条 階上町附属機関に関する条例(平成２２年階上町条例第２号)の一部を次のよ

うに改正する。 

  （次のよう省略） 
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⚫  階上町空き家等対策計画 策定経過 

 

開催日 審議内容 

平成３０年１２月１１日 

第１回階上町空き家等対策検討委員会 

 ● 実態調査結果の検討 

 ● 空き家の課題及び施策の方向性の検討 

 ● 計画（素案）の検討 

平成３０年１２月１９日 

第１回階上町空き家等対策協議会 

 ● 実態調査結果の検討 

 ● 空き家の課題及び施策の方向性の検討 

 ● 計画（素案）の検討 

 ● 計画策定スケジュール 

平成３１年 １月１０日 
第２回階上町空き家等対策検討委員会 

 ● 計画（素案）の検討 

平成３１年 １月２８日 
第２回階上町空き家等対策協議会 

 ● 計画（素案）の検討 

    平成３１年 １月２９日から 

    平成３１年 ２月２２日まで 
パブリックコメントの実施 

平成３１年 ２月 ７日 
第３回階上町空き家等対策検討委員会 

 ● 特定空家等判断基準（案）の検討 

平成３１年 ３月１１日 

第３回階上町空き家等対策協議会 

 ● 計画（案）の検討 

 ● 特定空家等判断基準（案）の検討 

平成３１年 ３月１１日 計画策定・公表 

  令和 ６年 ８月 ２日から 

  令和 ６年 ８月３０日まで 
改定案パブリックコメントの実施 

令和 ７年 ３月３１日 計画改定・公表 
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